
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２５．９ 

〈 情 報 開 示 〉 

 

 
〔２０２５年４月～２０２５年９月〕 

開示項目（単体ベース） 

➤ 信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び 

   金融再生法開示債権の保全・引当状況 

➤ 預金・貸出金の状況 

➤ 有価証券の時価情報 

➤ 損益の状況 

➤ 自己資本の構成に関する開示事項 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の    

保全・引当状況 

 

 
区 分 

開示残高 

（a） 
保全額 

(b) 

 
保全率 

（ｂ）/（ａ） 
引当率 

（ｄ）/（ａ-ｃ） 
担保・保証等による

回収見込額（ｃ） 

貸倒引当金 

(d) 

破産更生債権及び 

これらに準ずる債権 

2025年３月末 １００ １００ ３ ９６ １００.００ １００.００ 

2025年９月末 ９６ ９６ - ９６ １００.００ １００.００ 

危 険 債 権 
2025年３月末 ６３３ ４６６ ３００ １６６ ７３.７１ ５０.００ 

2025年９月末 ６１９ ４５６ ２９３ １６２ ７３.６８ ５０.００ 

要 管 理 債 権 
2025年３月末 １７ １７ １７ - １００.００ - 

2025年９月末 １４ １４ １４ - １００.００ - 

 三 月 以 上 
延 滞 債 権 

2025年３月末 - - - - - - 

2025年９月末 - - - - - - 

貸 出 条 件 
緩 和 債 権 

2025年３月末 １７ １７ １７ - １００.００ - 

2025年９月末 １４ １４ １４ - １００.００ - 

小 計（A） 
2025年３月末 ７５０ ５８４ ３２１ ２６３ ７７.８３ ６１.２７ 

2025年９月末 ７３０ ５６７ ３０７ ２５９ ７７.６８ ６１.４６ 

正 常 債 権 （B） 
2025年３月末 １５,６９７      

2025年９月末 １４,５８３      

総 与 信 残 高 
（A）＋（B） 

2025年３月末 １６,４４８      

2025年９月末 １５,３１４      

 

 

 

 

 

 
 
 

「金利に勝るサービスはない」 
と考えております 

当金庫は、長年にわたり「不良債権の発生防止」と「ローコスト体質の構築」に尽力し 

てまいりましたが、これらを反映して今期は次の特徴をお示しすることができました。 

 
①  高い生産性（役職員１人当たりの預金量は 34 億円） 

②  ローコスト経営による高い効率性（預金経費率は 0.46％） 

③  健全な自己資本比率（自己資本比率は 23.48％） 

  

     ③  健全な自己資本比率（自己資本比率は 29.81％）  
 

 

 

これらは、お取引先のご協力の賜であり、心から感謝申し上げます。 

 今後とも「預金者保護」を第一義として、皆様方のお役にたつよう心がけ、「堅実経営」 

に努めますので、引き続きご支援くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、主要な項目について、今期の状況を次のとおりご報告いたします。 

 

 理事長  北出 秀之 

（単位：百万円、％） 

１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の

事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。 

２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に

従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ず

る債権」に該当しない債権です。 

 ３．「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債権」に該

当する貸出金の合計額です。 

 ４．「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金

で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。 

  
１

1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

〇 預金・貸出金の状況 
 

項    目 ２０２5年３月末 ２０２5年９月末 

預 金 残 高 ８５,６６４ ８６,３７９ 

貸 出 金 残 高 １６,４４６ １５,６１１ 

 製 造 業 １０3 ９０ 

農 業 、 林 業 - - 

漁 業 - - 

鉱業、採石業、砂利採取業 - - 

建 設 業 ２１８ １１３ 

電気・ガス・熱供給・水道業 - - 

情 報 通 信 業 - - 

運 輸 業 、 郵 便 業 - - 

卸 売 業 、 小 売 業 ５６１ ５６９ 

金 融 業 、 保 険 業 - - 

不 動 産 業 ４,９５４ ４,７３３ 

物 品 賃 貸 業 １６ １６ 

学術研究、専門・技術サービス業 ２４８ ２３９ 

宿 泊 業 - - 

飲 食 業 １８１ １７５ 

生活関連サービス業、娯楽業 ８０１ ７７５ 

教 育 、 学 習 支 援 業 - - 

医 療 、 福 祉 ２３１ ２１５ 

そ の 他 の サ ー ビ ス ３２３ ３２６ 

地 方 公 共 団 体 ７,６１０ ７,１２１ 

個 人 １,１９５ １,２３５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注) 

１．上記の２０２５年９月末の計数は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」第４条

に規定する各種債権のカテゴリーにより分類しておりますが、集計方法については以下の点につき年

度末に開示する計数とは異なるため、計数は連続しておりません。 

２．債務者区分については、原則として２０２５年３月末時点における自己査定による債務者区分を基準

としております。ただし、４月１日から９月末までに倒産、不渡り等の客観的な事実ならびに内部格付

による債務者区分の変更等があった債務者については、当庫の定める基準に基づく債務者区分見直し後

の債務者区分によっております。 
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（単位：百万円） 

５．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及びこれら

に準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金です。 

６．「正常債権」（B）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題ない債権であり、「破産更生債権及び

これらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。 

７．「担保・保証等による回収見込額」（ｃ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証

による回収が可能と認められる額の合計額です。 

８．「貸倒引当金」（ｄ）には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。 

 

 

  

  



〇  有価証券の時価情報 
 

満期有価証券で時価のあるもの 

  種 類 貸借対照表計上額 時  価 差  額 

貸借対照表計上 
額が取得原価を 
超えるもの 

国      債 - - - 

地  方  債 - - - 

短 期 社 債 - - - 

社       債 - - - 

そ  の  他 - - - 

小  計 - - - 

貸借対照表計上 
額が取得原価を 
超えないもの 

国      債 - - - 

地  方  債 ４,４００ ４,１７４ △２２５ 

短 期 社 債 - - - 

社       債 ３,１００ ３,００９ △９０ 

そ  の  他 - - - 

小  計 ７,５００ ７,１８４ △３１５ 

合    計 ７,５００ ７,１８４ △３１５ 

 

 
 

その他有価証券で時価のあるもの    

  種 類 貸借対照表計上額 取得原価 差  額 

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの 

株 式 ９１ ３０ ６１ 

債 券 ２０１ ２００ １ 

国    債 - - - 

地 方 債 - - - 

短期社債 - - - 

社    債 ２０１ ２００ １ 

そ  の  他 ３７ ３３ ３ 

小  計 ３３０ ２６３ ６６ 

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの 

株 式 - - - 

債 券 ３０,０５２ ３２,７１５ △２,６６２ 

国    債 ２,７９４ ３,４１２ △６１７ 

地 方 債 ３,３９２ ３,６００ △２０７ 

短期社債 - - - 

社    債 ２３,８６５ ２５,７０２ △１,８３７ 

そ の 他 １,９０５ ２,５７９ △６７３ 

小  計 ３１,９５８ ３５,２９４ △３,３３６ 

合    計 ３２,２８８ ３５,５５８ △３,２７０ 

 
 
 
 

〇 損益の状況 
 

項   目 ２０２５年９月末 

経 常 利 益 ８４,２１５ 

業 務 純 益 ８１,１８６ 

当 期 純 利 益 ５１,０９９ 

実 質 業 務 純 益 ８１,１８６ 

コ ア 業 務 純 益 ８１,１８６ 

コア業務純益（投資信託解約損益を除く。） ８１,１８６ 
  

（単位：百万円） 

（単位：千円） 
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（単位：百万円） 



 

〇 自己資本の構成に関する開示事項 
 

項   目 ２０２５年３月末 ２０２５年９月末 

コア資本に係る基礎項目  （１） 

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 ９,４５４ ９,５０５ 

 

うち、出資金及び資本剰余金の額 １６８ １６８ 

うち、利益剰余金の額 ９,３００ ９,３３７ 

うち、外部流出の予定額（△） １３ 
- 

- 

うち、上記以外に該当するものの額 - - 

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 １８ １８ 

 
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 １８ １８ 

うち、適格引当金コア資本算入額 - - 

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含ま

れる額 
  

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達

手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
- - 

土地再評価額と再評価直前の帳簿価格の差額の 45 パーセントに相当

する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
  

コア資本に係る基礎項目の額    （イ） ９,４７３ ９,５２４ 

コア資本に係る調整項目  （2） 

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の

額の合計額 
０ ０ 

 

うち、のれんに係るものの額 - - 

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の

額 
０ ０ 

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 - - 

適格引当金不足額 - - 

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 - - 

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入さ

れる額 
- - 

前払年金費用の額 １１ １２ 
 

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 - - 

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 - - 

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 - - 

信用金庫連合会の対象普通出資等の額 - - 

特定項目に係る十パーセント基準超過額 - - 

 

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連

するものの額 
- - 

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連

するものの額 
- - 

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するもの

の額 
- - 

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 - - 

 

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連

するものの額 
- - 

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連

するものの額 
- - 

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するもの

の額 
- - 

コア資本に係る調整項目の額   （ロ） １１ １２ 

 

（単位：百万円） 

円） 
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自己資本 

自己資本の額（（イ）－（ロ））    （ハ） ９,４６１ ９,５１１ 

リスク・アセット等  （３） 

信用リスク・アセットの額の合計額 ４０,４３９ ３９,５３０ 

 
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額   

 うち、他の金融機関等向けエクスポージャー - - 

  うち、上記以外に該当するものの額   

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 - - 

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 ９８５ ９８５ 

信用リスク・アセット調整額   

フロア調整額 - - 

オペレーショナル・リスク相当額調整額   

リスク・アセット等の額の合計額  （ニ） ４１,４２５ ４０,５１６ 

自己資本比率 

自己資本比率（（ハ）／（ニ）） ２２.８４% ２３.４８% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 

（注） 自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第 89条第 1項において準用する銀行法第 14条の 2 

の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況 

が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18年金融庁告示第 21号）」に基づき算出しております。 

      なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。 

 

 ■ 本資料に掲載している計数については、会計監査人の監査を受けておりません。 

 ■ 本資料に掲載している計数は、単位未満を切り捨てて表示しております。 
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津市大門２１番１２号 
TEL059-228-2181 

http://www.tsushinkin.co.jp 


